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租税特別措置法第８４条の５の施行に伴う登記の取扱いについて（通知） 

 

所得税法等の一部を改正する法律（平成２１年法律第１３号）により改正された租税特別

措置法第８４条の５が平成２２年１月１日から施行されますが、これに伴う登記の取扱いに

ついて、下記のとおり通知しますので、その旨貴管下登記官に周知願います。 

なお、本通知による取扱いは，登記所における審査事務の円滑化を目的とするものであり、

この取扱いによらないことを理由として登記の申請を却下することはできませんので、留意

願います。 

おって、本件については、別添１のとおり日本司経書士会連合会及び日本土地家屋調査士

会連合会に対し協力を依穣し、別添２のとおり回答を得ておりますので、申し添えます。 

 

記 

 

１ 建物の表題登記がオンラインにより申請された場合の取扱いについて 

（１）本通知後の取扱いについて 

本通知による取扱いを開始した後、建物の表題登記（以下「表題登記」という。）がオ

ンラインにより申請され（不動産登記令（平成１６年政令第３７９号）附則第５粂第１

項の規定により添付情報が書面に記載されているときには当該書面を登記所に提出する

方式（以下「特例方式」という。）を含む。以下同じ。），その登記が完了した場合は、当

該建物の所有権の保存の登記（以下「保存登記」という。）の申請がされたときに、当該

表題登記がオンラインにより申請されたものであるか否かを容易に確認することができ

るようにするため、受付帳の備考欄にその旨を記録し、又は当該表題登記の申請情報の

写しを作成してファイリングしておくなどの措置を講じるものとする。 

なお、後記２（３）のとおり、当該表題登記の完了後、一定期間は登記情報システム

を利用して当該表題登記がオンラインにより申請されたものか否かを確認することがで

きるので、活用されたい。 

（２）表題登記が本通知前にオンラインにより申請され、その登記が完了している事件につ

いて 

表題登記が、本通知による取扱いを開始する前に、オンラインにより申請され、その

登記が完了している事件については、特段の措置を講じることを要しない。 

なお、上記（１）の措置を講じておくことができるものについては、同様の措置を講

じて差し支えない。 

 

２ 保存登記がオンラインにより申請された場合の取扱いについて 

申請人又はその代理人が保存登記をオンラインにより申請し、その登録免許税について、

租税特別措置法第８４条の５第１号の適用を受けようとするときは、不動産登記規則第１

８９条第３項の規定により、「租税特別措置法第８４条の５第１号」を申請情報の内容とす



ることとなる。 

そこで、保存登記がオンラインにより申請され、申請情報に租税特別措置法第８４ 条の

５第１号が適用されるものである旨が記録されているものについて、この租税特別措置が

適用されるものか否かを迅速かつ適正に審査することができるよう、表題登記の受付年月

日及び受付番号を申請情報の「その他事項」欄に記録してもらうとともに、その適用があ

ることの疎明情報として、表題登記が完了したときに交付された登記完了証（電子公文書

として発行された登記完了証のうち、添付ファイルとして発行されたＰＤＦファイルをい

う。以下同じ。）の提供又は登記完了証を出力した書面（以下「出力書面」という。）の提

出をしてもらうことについて、日本司法書士会連合会及び日本土地家屋調査士会連合会に

協力を要請したところであり、これらの情報が提供された場合における登記の取扱いは、

次によるものとする。 

（１）オンラインによる申請（特例方式による申請を除く。）の場合について 

ア 保存登記が、いわゆる完全オンラインの方法により申請された場合は、他の添付情報

とともに表題登記の登記完了証が提供されるので、申請情報の「その他事項」欄に記録

されている「受付年月日及び受付番号」及び捏供された登記完了証並びに当該表題登記

の登記記録等を照合し、同一の建物に関するものであるか否かを審査する。 

なお、当該登記完了証には、申請人又はその代理人が電子署名を行うことを要しない

こととしたので、留意されたい。 

イ 照合の結果、申請情報、提供された登記完了証及び登記記録等の内容が符合せず、同

一の建物に係るものであることを確認することができないときは、下記（３）と同様の

方法により確認するものとする。 

ウ 提供された登記完了証は、保存登記の完了後、その申請情報を印刷した書面と共に保

管するものとする（平成１７年２月２５日付け法務省民二第４５７号民事局長通達「不

動産登記法の施行に伴う登記事務の取扱いについて」第２の９（２））。 

（２）特例方式による申請の場合について 

ア 保存登記が特例方式により申請された場合は、原則として上記（１）と同様の取扱い

とするが、表題登記の登記完了証については、この取扱いによらず、出力書面を他の添

付書面とともに、登記所に持参又は送付する方法により提出してもらう方法でも構わな

いこととしたので、留意されたい。 

なお、この場合において、出力書面には、「原本に相違ない旨」等の記載を要しないこ

ととしたが、特例方式の場合に提出される不動産登記規則附則第２１条第３項の規定に

より添付する同規則別記第１３号様式の書面中、「書面により提出した添付情報の表示」

欄には、「登記完了証」と記載してもらうこととしたので、その記載の有無を確認するこ

と。 

イ 申請情報、提出された出力書面及び登記記録等の内容が符合せず、同一の建物に係る

ものであることを確認することができないときは、下記（３）と同様の方法により確認

するものとする。 

ウ 提出された出力書面は、保存登記の完了後、その申請情報を印刷した書面と共に保管

するものとする（前掲平成１７年通達）。 

（３）申請情報に租税特別措置法第８４条の５第１号が適用されるものである旨並びに表題

登記の受付年月日及び受付番号の情報が記録されているものの、表題登記の登記完了証

の提供又は出力書面の提出がない場合について 

オンラインによる保存登記の申請について、申請情報の「登録免許税」欄に「租税特

別措置法第８４条の５第１号」と記録され、かつ、申請情報の「その他事項」欄に表題

登記の受付年月日及び受付番号が記録されているものの、表題登記の登記完了証の提供

又は出力書面の提出がない場合については、当該受付年月日及び受付番号の情報に基づ

き、前記１により受付帳に講じた措置又は表題登記の申請情報を確認して表題登記がオ



ンラインにより申請されたものか否かを審査する。 

また、表題登記がオンラインにより申請されたものか否かは、申請人又はその代理人

が表題登記が完了したときに交付される登記完了証をダウンロードした後３２日間は、

登記情報システムの事件検索機能を利用して申請情報が電磁的記録で送信されたもので

あることを調査することにより確認することができるので、この方法を利用されたい。 

（４）申請情報に租税特別措置法第８４条の５第１号が適用されるものである旨が記録され

ているものの、表題登記の受付年月日及び受付番号の情報が提供されておらず、表題登

記の登記完了証の提供又は出力書面の提出がない場合にいて 

オンラインによる保存登記の申請について、申請情報の「登録免許税」欄に「租税特

別措置法第８４条の５第１号」と記録されているものの、表題登記の受付年月日及び受

付番号の情報が提供されておらず、表題登記の登記完了証の提供又は出力書面の提出も

ない場合については、当該建物の表題部に記録されている「登記の日付」等を手懸かり

として、表題登記の受付年月日及び受付番号を調査した上で、当該表題登記の申請情報

を確認して表題登記がオンラインにより申請されたものか否かを審査する。 

 

３ 既登記の表題登記がオンラインにより申請されたものか否かの問い合わせがあった場合

の対応について 

保存登記の申請のため、あらかじめ申請人又はその代理人（司法書士等）から当該表題

登記がオンラインにより申請されたものか否かについて問い合わせがあった場合は、次の

とおり対応するものとする。 

（１）表題登記の申請の代理人が判明している場合 

保存登記の申請人又はその代理人（司法書士等）から表題登記の申請の代理人（土地

家屋調査士等）に対し、申請の方法等を直接確認し、表題登記の登記完了証並びに受付

年月日及び受付番号の情報の提供を受けるよう、当該保存登記の申請人又はその代理人

（司法書士等）に依頼するものとする。 

（２）表題登記の申請の代理人が不明な場合 

保存登記の申請人が表題登記の登記完了証その他の資料を所持しておらず、表題登記

の申請の代理人（土地家屋調査士等）が不明であるなどのやむを得ない事情がある場合

は、保存登記の申請をする前に、その具体的な取扱いにづいて、あらかじめ申請人又は

その代理人（司法書士等）と協議するものとする。 

なお、司法書士からの当該協議に係る具体的な取扱方法については、あらかじめ法務

局又は地方法務局と司法書士会との間で協議するものとする。 

 

４ 開始時期について 

上記１の取扱いについては、本通知の到達後、速やかに開始するものとし、上記２ 及び

３の取扱いについては、平成２２年１月４日（月）から開始するものとする。 


